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中国では、外資系企業の誘致や規制緩和の動きがある一方、中国特有の制度、管
理体制も深化しており、これらの最新動向を把握しておくことは重要です。なかで
も移転価格税制、データ統制三法への対応はコンプライアンスリスクの低減のみ
ではなく、組織ガバナンス高度化にもつながります。本稿では、中国で事業を行う
企業に求められる能動的移転価格リスク管理や、データマネジメントについて解説
します。
インドネシアにおける税務問題の最大の懸念は厳しい税務調査への対応であり、
移転価格問題は税務調査における最大の論点です。移転価格問題の指摘によって
多額の追徴が課されて納税者の負担が想定外に重くなり、多くの納税者が対応に
苦慮している状況にあります。本稿は、移転価格の指摘リスクとその対策について
解説します。
なお、本文中の意見に関する部分については、筆者の私見であることをあらかじめ
お断りいたします。

中国
1. 能動的移転価格リスク管理
  国・省・市レベルの税務局間連携が深まるなか、企業側も攻めの移転価格リスク管
理が求められている。資金還流の観点も昨今の注目点である。

2. データ統制三法を通じたデータマネジメント
  データ統制三法に関連して、個人情報域外移転に関するガイドラインが公表されて
いる。企業にとってコンプライアンスを遵守しつつデータマネジメントを強化する好
機である。

インドネシア
1. インドネシアの移転価格税制で問題になりやすい論点
  移転価格文書の内容、特に比較対象企業の認否、利益水準の妥当性、およびロイヤ
ルティ・関連者間役務の内容が論点となりやすい。

2. 税務リスクを軽減するための対策
  税務調査で移転価格による追徴リスクを軽減するためには、まずは法令に準拠した
確固たる移転価格文書や関連する確証を準備することがきわめて重要。またAPA（事
前確認）も選択肢になり得る。
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Ⅰ

相次ぐ新規制を逆手に取った 
企業統治の強化 ＜中国＞

ゼロコロナ政策から転換した2023年は
経済回復と発展が強調され、改革開放の
深化や経済成長率などの回復が見られた
1年でした。一方で世界経済の減速や国内
不動産市況の低迷から抜け出すにはまだ
時間を要すると見られており、省・市レベ
ルでは税収確保の観点から管理体制を強
化することが考えられます。また、国家情
報管理の観点から、企業および個人に対
する規制が強化されています。中国にて事
業を行う企業はこのような現況を逆手に
取り、企業統治の強化を進めることが肝
要です。

1. 能動的移転価格リスク管理

（1） 連携深まる移転価格管理体制
中国の移転価格管理は国・省・市の3段

階に分けられますが、昨今では情報共有、
人員増強、グループ調査、ビッグデータ活
用など、国税・地方税の包括的な管理が
行われています。また、租税回避防止のた
め、中国税務局は「管理」「サービス」「調
査」の三位一体の体制を敷き、各活動を
強化しています。その結果、近年の税務局
は、正式調査には慎重である一方、�納税
評価�など日常の管理において、指摘・改
善要求を行い、企業自らの特別納税調整
という確定申告の項目を通じた追加納税
のケースが増えています。
特に多国籍企業に対しては近年、利益

水準の監督管理強化のための新スキーム
が導入されたことは特筆すべき点です。広
範囲の定性的および定量的な情報の収集
を通じて多国籍企業グループの全体状況
をマクロレベルで理解、ビッグデータ分析
を通じてリスクモニタリングや規定遵守
状況の管理をより完全な形で実施します。
つまり税務局は同時文書、グループ情報、
グループ国別報告書に加え、所属企業情
報、中国現法製品販売単価、グループ中
国子会社の財務状況、その他事項に関す
る確認を通じ、バリューチェーンにおいて
中国現法が得る利益が機能リスクと合致
するかどうかシミュレーションを実施、そ
の結果に基づき中国現法の移転価格リス
クを評価します。

出所：KPMG作成

図表1 中国における個人情報域外移転のコンプライアンス遵守ルート

次のいずれかの状況に該当する場合、安
全評価が適用されます。 

1. 100万人以上の個人情報を取り扱うデータ取
扱者が域外に個人情報を提供

2. 前年1月1日より、累計で10万人の個人情報ま
たは1万人の機微な個人情報を域外に提供して
いるデータ取扱者が域外に個人情報を提供

3. 国家インターネット情報部門が定めるデータ
域外移転安全評価の申告が必要となるその他
の事由

届出準備のポイント
・ 個人情報保護に対する影響の評価
を行う

・ 標準契約テンプレート通りに契約
を締結

・ 契約が発効してから、10日以内に
届出

申告準備のポイント
・ データ域外移転のリスクに係る自
己評価を行う

・ 要求通りに安全評価申告類を準備
・ 事前評価と継続的監督を堅持

認証準備のポイント
・ 個人情報保護に対する影響の評価
を行う

・ GB/T 35273とTC260-PG-20222A
の要件を同時に満たす

・ 技術検証、現場審査を受け、証取
得後、監督を受ける

重要情報インフラ運営者以外のデータ取扱者が個人情報を域外移転する場合

個人情報

標準契約の締結

届出

安全評価

申告

個人情報保護認証

認証

安全評価の
条件に達したか︖
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（2）  攻めの移転価格リスク管理が 
企業にもたらす効果とは？

税務局による調査に事後的かつ受動的
な対応だけでなく、事前の移転価格プラン
ニング実施や移転価格文書化段階からの
企業グループ横断的整理などの能動的対
応によって移転価格リスクを未然に引き下
げることが必要と言えます。また、一国間
（簡易）APA、二国間APAの利用事例も増
えており、移転価格リスクの確実な解消を
図る方法も注目されています。
また、中国にプールされている資金を国

外に機動的に還流させる手段の１つとし
て、移転価格年末調整を実施するケース
も増えています。ただし中国国内の利益減
少方向の調整は中国税務局にとってのモ
チベーションは低く、実務上、外貨管理局
や銀行の協力への依存が高まるほか、税
務局に注目されるリスク、税関の観点から
の影響などにも留意が必要です。

2. データ統制三法を通じたデータ 

マネジメント

（1） 国家安全保障レベルの情報管理
2015年 7月1日に《中華人民共和国国 

家安全法》が正式に公布・施行され、サイ
バーセキュリティとデータセキュリティが
明確に国家安全保障レベルに格上げされ
ました。その流れを受け、データ統制三法
（サイバーセキュリティ法、データセキュリ
ティ法、個人情報保護法）が順次制定さ
れましたが、その後も関連する重要な行
政法規や国家標準が次々と公布されてい
ます。中国でビジネスを営む企業は、常に
最新の法規制をキャッチアップし、コンプ
ライアンスを遵守しながら業務を遂行す
る必要があります。

（2） 個人情報域外移転標準契約
直近では、2023年5月30日に「個人情

報域外移転標準契約届出ガイドライン」が
公布され、中国で取得された個人情報を
域外移転する場合に、選択肢の1つとして

標準契約を締結することによって適法に
域外移転する手続きが明確に示されまし
た。
中国では、重要情報インフラ運営者は、

中国域内で収集または発生した個人情報
および重要データを域内に保存しなけれ
ばなりませんが、それ以外のデータ取扱
者は、移転する個人情報の規模などを判
断し、3つのコンプライアンス遵守ルート
から該当するルートを選定する必要があり
ます（図表1参照）。
なお、個人情報保護法のなかで個人情

報を域外移転する個人情報取扱者は個人
情報保護影響評価（PIPIA）を実施するこ
とが求められています。該当する企業はこ
れを好機として自社で個人情報がどのよ
うに管理されているかを把握し、対応が
不十分な領域については必要な対策をと
ることでデータマネジメントを強化する
ができます。個人情報がシステム内に保
持されているケースではシステムに関する
セキュリティ知識やスキルが求められま
す。KPMGでは、ITの側面からも専門家が
PIPIAなどデータ統制三法のコンプライア
ンス対応についてサポートしています。詳
細はKPMGのウェブサイト： Compliance 

Management for Cross-border Transfers 

of Personal Information1（英語）をご参照
ください。

Ⅱ

移転価格にかかる論点 
＜インドネシア＞

1. 移転価格税制の概要

インドネシアの税務調査では、移転価
格が最大の焦点となり多額の追徴が課さ
れる事例が多く見られます。まずはインド
ネシアの移転価格税制を正しく理解し、適
切に対策することが重要です。
納税者は一定の要件を満たす場合、移

転価格文書であるマスターファイル（MF）、
ローカルファイル（LF）を作成する義務が

生じます。一定の要件とは下記 4項目であ
り、関連者間取引がある状況でかつ4つの
うちいずれかが該当すると文書を準備し
なければなりません。
（1）  前年度の収入が500億ルピア以上
（2）  前年度の有形資産の関連者間取引が

200億ルピア以上
（3）  前年度の有形資産以外の関連者間取

引が50億ルピア以上
（4）  当年度にインドネシア法人税率よりも

低い税率が適用される国・地域に所
在する関連者と、金額問わず取引が
ある

MFとLFはインドネシア語にて作成が求
められます。
規定上、作成期限は会計期末から4ヵ月

以内です。これはあくまでも作成期限であ
り、提出期限ではありません。税務調査
等で税務当局から提出を求められたとき
は1ヵ月以内に提出する必要があります。
もし税務当局から移転価格文書の提出

を求められ、提出できなかった場合、移転
価格に問題ありとして税務当局の独自の
判断、見解に基づいた一方的な追徴が課
される可能性があります。この場合納税者
には反論を行う権利がありませんので十
分にご留意ください。

2. 税務調査における指摘事例

税務調査において移転価格が指摘され
る事例のなかで多いのは、納税者が選定
した比較対象企業の否認です。税務調査
官は納税者が選定した比較対象企業のな
かから特に利益率の低い企業を否認する
傾向にあります。また、税務調査官が独自
の判断で利益率の高い企業を新たに選定
し、比較対象企業に加えるよう求めること
もよく見られます。
さらに、関連者間の役務提供やロイヤ

ルティも「実態がない」、「受け手に実益
が生じていない」として損金が否認される
事例も多く見られます。関連者間による役
務提供では、実際に役務提供が生じてい
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ることを証明できるよう、その提供日や内
容を記載した議事録やレポート、ロイヤル
ティではその基となる無形資産の実態や
その価値を示す書類などを準備しておくこ
とが対策となり得ます。
また、特に最近は二次調整でみなし配

当が課されるケースが増加しています。二
次調整によるみなし配当とは、一次調整
として移転価格が指摘され、それによって
増加する利益や減少する損失が株主に対
する配当とみなされ源泉税が課税される
ものです。これにより、税務調査で指摘さ
れたときの納税者の税負担がより重くなる
傾向にあります。

3. 移転価格に対する対策

インドネシアの税務調査では税務調査
官から指摘された場合、納税者側に立証
責任があります。税務調査官による追徴
は理不尽でかつ強引な指摘も多く、規定
とは異なる指摘をすることも珍しくありま
せん。このように厳しく強引な税務調査に
対する反論の根拠となるのは移転価格文
書と関連する根拠資料です。
したがって、まずは法令にしっかりと準

拠し、客観的なデータに基づいて説得力
に富んだ隙のない移転価格文書を準備し
ておくこと、ならびに関連する補足資料や
確証をしっかりと整備して税務調査に備え
ておくことがきわめて重要であり、すべて
の出発点となります。

4. APA（事前確認）制度

昨今、税務調査で移転価格が指摘され
るリスクを軽減するため、APAの申請を検
討する納税者が増加しています。APAは、
税務当局と納税者の間で関連者間取引の
移転価格の算定方法などを事前に確認す
る制度です。APAの最大のメリットは、納
税者は移転価格について一定期間の確実
性を得ることができ、税務調査等の係争
にかかる時間とコストを大幅に削減するこ

とができるという点です。
インドネシアのAPAには、インドネシア

税務当局との間で合意をとるユニラテラ
ルAPA、または2ヵ国以上の税務当局が関
与するバイラテラルまたはマルチラテラル
APAがあり、一度合意を取ると5年間有効
です。

APAの申請には要件があり、下記すべて
の要件を満たす必要があります。
（1）  直近3年、法人税を申告している
（2）  直近 3年分のMF、LFが作成されてい

る
（3）  租税に対する犯罪行為がない
（4）  対象となる関連者間取引が法人税申

告書の関連者間取引リストに記載さ
れている

（5）  対象取引に対して独立企業間価格を
適用しており、それが利益率を下げる
要因となっていない
申請後、税務当局との間で協議を行い

ます。その期間は規定上、ユニラテラルの
場合は12ヵ月、それ以外は 24ヵ月と決め 

られていますが、実務上はそれを超えて協
議がなされている例もあります。

APAは、申請すれば必ず合意を得られ
るものではありません。APAを申請するに
あたり、申請手続きやその後の協議にか
かる時間やコストも勘案しながら検討が
必要といえます。

1  Compliance Management for 

Cross-border Transfers of Personal 

Information

  https://kpmg.com/cn/en/home/

insights/2023/04/compliance-

management-for-cross-border-

transfers-of-personal-information.html
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